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愛愛墓墓陵陵のの魅魅力力

少子高齢社会の日本

お墓の悩みを解消する

新しい納骨堂が始動をはじめました
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お墓用語辞典

① 承継（しょうけい） （P2・P5・P7・P9）

跡を継ぐ。

② 改葬（かいそう） （P2・P3・P4・P7・P8・P11）

一度葬った遺骨を他に葬り直すこと。

③ 永代供養（えいたいくよう） （P3・P9・P10・P11）

お墓を承継する人がいない場合など、お寺に管理と供

養を依頼するお墓のこと。

④ 永代使用権（えいたいしようけん） （P4）

墓地・納骨堂を管理者から代々使用できる権利。使用

しない場合は返却となります。

⑤ 無縁墓（むえんばか） （P5）

管理者へ支払う管理料の滞納期間が、ある限度を超え

ると無縁墓とみなされ、遺骨は合祀されます。

⑥ 遺族供養（いぞくくよう） （P9）

承継者がいる一般のお墓を指します。

⑦ 合祀（ごうし） （P9・P10）

いくつかの遺骨（霊）を一緒にして祭ること。

⑧ 戒名（かいみょう） （P11）

仏教において仏門に入った証し、戒律を守るしるしと

して与えられる名前です。
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はじめに

ご承知のとおり、最近では葬儀やお墓などに対する

国民の意識が変わってきました。わが国の人口問題や

経済格差などの社会構造では、自然の流れと思われま

す。

長年、お墓といえば墓地のことでしたが、平成の時

代となり、納骨堂が急速に普及してきました。

更に、一歩進んだ納骨堂として、将来にわたり子孫

の経済的負担を軽減し、安心してお墓を承継できる愛

墓陵（あいぼりょう）納骨堂をここではご紹介します。

この小冊子は、これからのお墓のあり方を考える上

で、皆様のお役にたてれば幸いです。
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１ お墓があっても消えない悩み

今のお墓制度では、墓地や納骨堂を高額な費用で確

保したとしても、将来、子孫は高い確率でお墓の買い

替えをしなければならない時がくるかもしれません。

■その主な理由

1. わが国が少子高齢社会と人口移動社会となり、お

墓を承継する子供が少なくなったこと。

2. 子孫がお墓がある場所に住み続ける保障がなくな

ったことで、転居の可能性が高いこと。

2 墓地の年間改葬（かいそう）件数

厚生労働省の統計では、墓地・納骨堂を承継した子

孫が遠方に転居して、お墓の改葬（引越し）が毎年増

加しています。

1. 1997 年から 2004 年までの全国の年間改葬件数は

約 6～7万件で推移。

2. 2005 年度には 9万 6380 件となり、年々増加傾向。
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3 寺院の現状

わが国の寺院数は、コンビニの約 2 倍の 7 万 5905

寺院があります。（2006 年度調査）

一般に同じ宗派間であっても、他寺院からの改葬な

どには、互換性や金銭的な便宜などはありません。

寺院は改葬などで檀家流失を防ぐために、改葬しな

いで済む永代供養を受け入れています。

子供へ迷惑を掛けたくないという親心も働き、子供

がいても永代供養が増えているのが現状です。
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4 墓地・納骨堂の改葬（かいそう）が

4 高額になる理由

墓地・埋葬に関する法律（埋墓法）では、改葬をす

るためには、まず、改葬先にお墓を確保しなければ、

改葬元から改葬ができません。

改葬の度に高額負担が必要になります。

■今のお墓はどうなる？

1. お墓の権利は、永代使用権なので所有権はありま

せん。他人に譲ったりも出来ません。結局、永代

使用権を放棄して管理者に返却します。

2. 墓地の場合は、墓石を撤去して更地にしてから返

却する費用も別途掛かります。

誰もが簡単に改葬が出来る金額ではないので、

改葬したくても出来ない人も多いのです。
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5 過疎地方と過密都市のお墓の現状

1. 過疎地方の場合は、転居などの人口流失によって  

お墓の承継問題はますます深刻になっていくと思

われます。お墓だけが残る無縁墓も深刻な問題で

す。

2. 大都市の人口集中は、お墓不足が起こり公営墓地

を除いて、お墓を確保するには高額な費用が掛か

るばかりではなく、新たな墓地開発では、自然環

境問題や近隣住民との摩擦も起こっています。

6 納骨堂の急速な普及

都市圏では、墓地を取得しても遠く・狭く・高いと

いう現象が起こっています。

お墓参りが近くで出来ることや管理面を優先して、

納骨堂を申込む人が多くなりました。今後は納骨堂が

墓地に代わって、主流となるかもしれません。

6

7 愛墓陵とは

これまで閉鎖性の高かった寺院の中で、宗派を超え

た寺院有志と弊社が協力して、納骨堂間の改葬を無料

とする新しい納骨堂のしくみを作り上げ、2006 年 12

月に埼玉県熊谷市の曹洞宗 保安寺様に完成しまし

た。

今後、全国各地の寺院に愛墓陵が広く導入されれば、

お墓の承継者は、転居しても高額な改葬負担が無いの

で、安心してお墓と一緒に、全国どこでも引っ越すこ

とが出来るので、いつも身近でお墓参りが出来ること

も夢ではありません。弊社はその夢の実現を目指して、

愛墓陵の普及活動を行っています。

（参考）民俗学的解釈では、お墓参りは故人への最高の供養

（参考）なのだそうです。
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8 愛墓陵のしくみ

■その１

経済的悩み、改葬の悩みを解決するために次のよう

な納骨堂にしました。

1. 寺院間でお墓を改葬できる様に、納骨堂を統一規

格の施設にしました。

2. 納骨堂間をお墓が移設出来るようにするため、統

一サイズの室内墓を設けました。

3. 室内墓は改葬者の所有物として、骨壷を納めたま

ま改葬できるようにしました。

4. 室内墓の本体材質は、軽くて耐久性の高いチーク

材とし、天板と墓標は御影石で構成しました。

5. 納骨堂の内部は、室内墓の防犯上、祭壇室と納骨

室に分離しました。

6. 納骨堂申込み金額を全国一律にしました。

7. 無料改葬を確約する寺院だけが、愛墓陵を導入す

ることが出来るようにしました。
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■その２ 承継の悩み解決対策として

1. なるべく子孫が健在のうちは、遺族がお墓を守る

遺族供養にして、最後の承継者が生前に永代供養

を申し込んでおけば、承継者が亡くなった場合で

も、そのまま永代供養に切り替わるように、永代

供養事務を簡素化しました。

2. 一般の永代供養には合祀期限がありますが、合祀

をしない永代供養にして、遺族供養と同じ状態で

永代供養出来るようにしました。
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■その３ 子供がいない夫婦、生涯独身の人の

永代供養と愛墓陵

1. 多くの永代供養では、永代供養塔などで合祀や骨

壷だけを管理・供養するものがありますが、愛墓

陵では、一人でも室内墓に骨壷を納め、墓標があ

る独立したお墓として管理・供養されます。室内

墓の空きスペースには小物も収めることも出来ま

す。

2. 多くの永代供養の料金は１人単位に設定されてい

ますので、２人の場合は単純に２倍の料金となり

ます。愛墓陵では、夫婦が同時に同じ室内墓での

永代供養の場合は料金が割引されています。

（パンフレットを参照ください）
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9 従来の納骨堂と愛墓陵の比較一覧表

比較内容
一般

納骨堂
愛墓陵 相違点

管理・供養 ○ ◎

○檀家・入檀条件が主流

◎宗派不問、寄付金なし

永代供養 ○ ◎

○骨壷による管理

◎独立室内墓による管理

戒名授与 △ ○

△一般に高額なお布施が必要

○生前契約者は無料授与

申込費用 △ ◎

△華美で高額が多い

◎全国一律で手頃

納骨壇 × ◎

×借用物・改葬時返却

◎所有物・室内墓改葬可

改葬
かいそう

× ◎

×想定外で新規買い替え

◎愛墓陵間は無料改葬可
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10 愛墓陵お申し込み者の 10 の感想

1. 手頃な金額だったから。

2. 愛墓陵納骨堂間の無料改葬という新しいしくみは

普及すると思ったから。

3. 室内墓が墓地の室内版と感じ、お墓のイメージが

良かった。

4. 永代供養が室内墓として独立しているのが良かっ

た。

5. 住職の人柄が良かった。

6. 祭壇室でお参りできるので他のお墓の前を通らな

いから。

7. 合祀がない永代供養がよいと思った。

8. お参りの時遺影が見れるのがよかった。

9. バリアフリーが良かった。

10.宗派不問だったので申し込んだ。

メモリアル愛墓株式会社

愛墓納骨堂推進本部編集

【住所】〒852-8065 長崎市横尾 1-1-5

【電話番号】095-856-3450

【FAX番号】095-856-3451

【E-mail】info@memorialaibo.co.jp

【URL】http://www.aiboryo.jp/


